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【様式３】                            

規制の事後評価書 

 

法律又は政令の名称：エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令      

規 制 の 名 称：エネルギー消費効率の向上を義務付ける対象品目の追加を行う 

規制 

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局 ：経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー課        

  評 価 実 施 時 期：令和４年１２月                      

 

 

１ 事前評価時の想定との比較 

① 課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定外の影響の発現

の有無 

規制の事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響が生じて 

いる場合、その影響について記載する。また、規制の事前評価時には想定していなかった影

響が発現していないかを確認し、発現の有無及びその内容を記載する。 

 

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）は、内外におけるエネ

ルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、

輸送、建築物、機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所用の措置その他エネ

ルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もって国民経

済の健全な発展に寄与することを目的としている。 

 機械器具においては、国内において大量に使用され、かつ、エネルギーを大量に消費している

エネルギー消費機器（以下「特定エネルギー消費機器」という。）を省エネ法の対象として規定

し、当該機器の製造又は輸入の事業を行う者（以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」とい

う。）に対してエネルギー消費効率の向上努力を求めてきたところ。2017 年の改正では、より一

層の省エネを進めることを目的に、特定エネルギー消費機器として新たに「ショーケース」を省

エネ法の対象品目に追加した。 

 2017 年 1 月の事前評価時点からその後現在に至るまで、規制の事前評価時に想定していなか

った影響は確認されていない。 
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② 事前評価時におけるベースラインの検証 

規制の事前評価後、大幅な社会経済情勢等の変化による影響があった場合は、これを差 

し引いた上で、事後評価のためのベースライン（もし当該規制が導入されなかったら、ある

いは緩和されなかったらという仮想状況）を設定する。 

 

 日本のエネルギー消費の推移を見ると、近年横ばいにあるものの全体の 4割以上を占める産業

部門、全体の 3割以上を占める家庭・業務部門においては、省エネ対策のより一層の強化が求め

られている。この実現のためには、エネルギーを使用する段階だけでなく、機械器具自体が高効

率な使用を実現できる性能を有していることが重要。 

 このような状況を踏まえ、エネルギー消費効率の改善余地があるショーケースを新たに特定エ

ネルギー消費機器に追加し、省エネ性能の向上を進める措置を講じることとした。これにより、

ショーケースのエネルギー消費効率が、2020 年度に、2007年度比で約 32％改善すると想定して

いた。 

 仮に、ショーケースを特定エネルギー消費機器に追加していなかった場合、エネルギー消費効

率の改善を行うインセンティブが働かず、エネルギー消費効率の改善はされなかったと考えられ

る。 

 

 

 

③ 必要性の検証 

規制の事前評価後に生じた、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響又

は想定していなかった影響の発現を踏まえた上で、当該規制の必要性について改めて検証

し、記載する。 

 

 規制の事前評価後、2020年 10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことが宣言され

た。また、2021年 10月に第 6次エネルギー基本計画が策定され、2030年度を目標とした省エネ

ルギー目標量の見直し（原油換算 5,030万 kl→6,200万 kl）が行われた。 

これらの目標の達成にあたっては、日本のエネルギー消費の低減が不可欠であり、エネルギー

消費効率の改善余地があるショーケースを新たに特定エネルギー消費機器に追加し、省エネ性能

の向上を進める措置を講じたことは、日本のエネルギー消費の低減に寄与するものであったと考

えられる。 

 

 

 

２ 費用、効果（便益）及び間接的な影響の把握 
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④ 「遵守費用」の把握 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上、把握すること

が求められるが、特に「遵守費用」については、金銭価値化した上で把握することが求められ

る。その上で、事前評価時の費用推計と把握した費用を比較し、かい離がある場合、その理由

を記載する。 

 

［事前評価時の測定指標］ 

ショーケースのエネルギー消費機器等製造事業者等は、製品の設計・仕様の見直し、開発など

のコストが発生すると考えられる。 

 

［遵守費用］ 

 ショーケースの製品の設計・仕様の見直し、開発の費用は、エネルギー消費機器等製造事業者

等の営業秘密情報であるため、その費用の定量化はできないが、例えば、照明装置における LED

の採用や、送風機用モータの DC 化など、既存の省エネ技術との組み合わせも可能であるため、

必ずしも費用が大幅に増加するとは限らないと考えられる。また、性能の表示義務への対応につ

いて、本体の見えやすい箇所へ表示するため、ラベルへの印刷等の費用が追加で必要になったと

考えられるが、従来のラベル等に記載内容を追加することで対応が可能であるため、その遵守費

用は限定的であったと考えられる。 

なお、省エネ法に基づき、国から求められた場合において、エネルギー消費機器等製造事業者

等はエネルギー消費効率に関する事項等について、報告を行う必要があり、当該調査票を作成す

るための作業コストは１件当たり約 23,200 円※と推計される。 

 

※調査票を作成するための作業コストについては以下のとおりと仮定。 

作業時間 8 時間×１名＝8 時間 

１時間当たりの人件費＝（民間給与実態統計調査（国税庁、令和元年）の平均給与額（年間））

5,034千円÷（労働統計要覧（厚生労働省）の年間総労働時間（実労働時間数）事業所規模 30 

人以上）1,734 時間＝約 2,900 円 

8時間×約 2,900 円＝約 23,200 円 

 

 

⑤ 「行政費用」の把握  

行政費用については、定量化又は金銭価値化した上、把握することが求められる。特に規

制緩和については、緩和したことで悪影響が発生していないか等の観点から、行政としてモ

ニタリングを行う必要が生じる場合があることから、当該規制緩和に基づく費用を検証し

「行政費用」として記載することが求められる。また、事前評価時の費用推計と把握した費

用を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 
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 行政機関として、目標年度におけるショーケースのエネルギー消費効率の状況等を、報告徴収

により把握する必要があり、関係業界への周知や調査票の確認等の費用が発生したが、定常的な

業務の中で随時行っており、費用の追加負担は極めて限定的である。 

 経済産業省本省職員による説明会を開催（１回程度）しており、説明会業務に 2人で 1.5時間

を要すると仮定すると、約 2,600 円／時間（※）×2 人×1.5時間×1 回＝約 7,800 円 

が、説明会等を通じた業界等への周知に係る費用となる。 

また、経済産業省職員による全ての調査票の確認に係る業務に要する人員数、作業数を 2人で

5時間と仮定すると、約 2,600 円／時間（※）×2人×5時間＝約 26,000 円が、調査票の確認

に係る費用となる。 

 

※１時間当たりの人件費を以下の通り算出。 

417,683 円（国家公務員（全職員）の平均給与月額）÷(8 時間×5 日×4 週)＝約 2,600 円

（平均給与月額は「平成 31 年国家公務員給与等実態調査の結果概要（令和 3 年 10 月人事

院）」より） 

 

 

⑥ 効果（定量化）の把握 

規制の事前評価時に見込んだ効果が発現しているかの観点から事前評価時に設定した指標

に基づき効果を可能な限り定量的に把握する。また、事前評価時の効果推計と把握した効果

を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

ショーケースを特定エネルギー消費機器の対象にするとともに、ショーケースの目標年度を

2020年度に設定し、区分を外気の遮断、形状、温度帯、冷却方式、扉の形態により 13区分に設

定し、区分ごとに基準となるエネルギー消費効率を設定した。 

基準設定時には、出荷台数（103.6 千台／年）及び区分ごとの構成が変化しない前提で、基準

年度（2007年度）の 1台あたりの年間消費電力量 3,191kWh／年／台に対し、目標年度（2020年

度）の 1台あたりの年間消費電力量は 2,174kWh／年／台となり、約 32％の改善を想定していた。

2020 年度の実績値は、出荷台数 102 千台／年で 1 台あたりの年間消費電力量は 3,190kWh／年／

台であったが、出荷構成を 2007 年度に補正すると、1 台あたりの年間消費電力量は 2,034kWh／

年／台となり、約 36％の改善が見られた。 

 

 

 

⑦ 便益（金銭価値化）の把握 

把握された効果について、可能な限り金銭価値化して「便益」を把握することが望まし

い。なお、緩和により削減された遵守費用額は便益として把握する必要がある。また、事前

評価時の便益推計と把握した便益を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 
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ショーケースのエネルギー消費機器等製造事業者等の技術力の向上やエネルギー消費効率の

高いショーケースの普及による日本全体のエネルギーの低減に寄与したと考えられるが、その影

響は、ショーケースのエネルギー消費機器等製造事業者等や使用者により、出荷構成の変化やエ

ネルギー単価の変化等によって異なる。 

2007 年度に出荷した 1 台あたりの年間消費電力量 3,191kWh／年／台のショーケースが、前述

の 2,034kWh／年／台のショーケースに置き換わったと仮定すると、（3,191kWh／年／台）－

（2,034kWh／年／台）＝1,157kWh／年／台が削減され、電気料金単価を省エネ法に基づく小売事

業者表示制度で規定している 27円／kWhとすれば、1年間で 1台あたり約 3万円のエネルギー消

費コストの削減効果があったと推計される。 

 

 

 

⑧ 「副次的な影響及び波及的な影響」の把握 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。また、規制の事前評価時に意図して

いなかった負の影響について把握し、記載する。さらに、事前評価時に想定した影響と把握

した影響を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響の把握・分析の方法については、公正取引委員会

が作成するマニュアルを参照のこと。 

※ 規制の事前評価時に意図していなかった負の影響の把握については、ステークホルダー

からの情報収集又はパブリックコメントなどの手法を用いることにより幅広く把握するこ

とが望まれる。 

 

 ショーケースを特定エネルギー消費機器の対象にしたことにより、エネルギー消費効率の良い

ショーケースへの代替が進んだと想定される。また、カタログにＪＩＳ規格による省エネルギー

ラベルが表示されること等により使用者の製品比較が可能となり、価格だけでなく、省エネとい

う観点を市場に適切に浸透させる効果も見られた。 

なお、規制の事前評価時に意図していなかった負の影響に関する意見等は寄せられていない。 

 

 

 

３ 考察 

⑨ 把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づく妥当性の検証 

把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づき、規制の新設又は改廃の妥当性につ

いて考察を行う。また、考察に基づき、今後の対応について検討し、その結果を記載する。 
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 ショーケースを特定エネルギー消費機器に追加したことに伴い、ショーケースのエネルギー消

費機器等製造事業者等や使用者は、代替製品にかかる費用が少なからず、発生したと考えられる。

しかし、2020年 10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことが宣言され、また、2021

年 10月に第 6次エネルギー基本計画が策定され、2030年度を目標とした省エネルギー目標量の

見直し（原油換算 5,030万 kl→6,200万 kl）が行われた。これらの目標の達成にあたっては、日

本のエネルギー消費の低減が不可欠であることを踏まえると、必要な措置だったと考えられる。 

また、ショーケースを特定エネルギー消費機器の対象としたことによる行政費用は、報告徴収

等の確認作業があるが、軽微であり、費用の追加負担は極めて限定的である。その他、規制の事

前評価時に想定していなかった経済的な負の影響は、特に報告されていない。 

 以上を踏まえ、ショーケースのエネルギー消費効率を改善するために、省エネ法においてショ

ーケースを特定エネルギー消費機器の対象として規制することは妥当なものであったと考えら

れる。 

 

  

 

※ 当該規制に係る規制の事前評価書を添付すること。 
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エネルギー消費効率の向上を義務付ける対象品目の 

追加を行う規制の影響の事前評価書 

 

１．政策の名称 

 ショーケースのエネルギー消費効率の向上を進める政策 

 

２．担当部局 

経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー課長 吉田 健一郎 

電話番号：03-3501-9726  e-mail：shouene-pub@meti.go.jp 

 

３．評価実施時期 

平成２９年１月 

 

４．規制の目的、内容及び必要性等 

（１）規制の目的 

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下「省エネ法」という。）

は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効

な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物、機械器具等についてのエネ

ルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所用の

措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を

講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 

これまで機械器具においては、国内において大量に使用され、かつ、エネルギ

ーを大量に消費しているようなエネルギー消費機器（以下「特定エネルギー消費

機器」1という。）を２８機器定め、その製造又は輸入の事業を行う者（以下「エ

ネルギー消費機器等製造事業者等」という。）に対してエネルギー消費効率2の向

上努力を求めてきたところ。 

今回の改正は、特定エネルギー消費機器として新たに「ショーケース」を省エ

ネ法の対象品目に追加することで、より一層の省エネを進めることを目的とする

ものである。 

 

 
1 特定エネルギー消費機器への指定要件は後述（p2）。省エネ法第 78 条に３つの要件が規定されている。 
2 エネルギー消費効率とは、例えば、年間消費電力量（ｋＷｈ/年）など単位当たりのエネルギー消費量

をいう。 
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（２）規制の内容 

現行の省エネ法では、特定エネルギー消費機器に対して、現在商品化されてい

る製品のうちエネルギー消費効率が最も優れている機器の性能等を勘案した基準

（トップランナー基準）を定め、それらのエネルギー消費機器等製造事業者等に

対して当該基準を達成するようエネルギー消費効率の向上を義務付けてきた（い

わゆる「トップランナー制度」）。これまで図１右のリストに示す２８機器をト

ップランナー制度の対象機器としている。 

 

＜対象となる機器の考え方＞ 

トップランナー制度を導入することに伴う省エネ効果は、市場動向や今後の技

術開発による改善の余地など、対象とする機器によって違いがある。そのため、

対象機器の選定にあたっては、トップランナー基準を定めることにより、十分な

省エネ効果を発揮することができる適切な機器を選定していく必要がある。 

そのため、現行の省エネ法では、トップランナー制度の対象機器として指定さ

れるものは、エネルギーを消費する機械器具のうち、以下の３要件いずれも満た

すものと規定されている（法第７８条）。 

【特定エネルギー消費機器の３要件（省エネ法第７８条）】 

①我が国において大量に使用されているエネルギー消費機器であること 

②その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であること 

③そのエネルギー消費機器に係るエネルギー消費効率向上を図ることが特に必要

なものであること 

 

ここで、①及び②については、現時点で、日本国内で大量に普及し、その使用

に相当量のエネルギーを消費する機器とし3、③については、今後、技術改善など

によってエネルギー消費効率が改善する余地の度合いや社会的要請の強さなどを

内容としている。 

 

＜今回、追加することとしたい機器について＞ 

  ショーケースとは、飲食品等を低温度に冷却

し、陳列、販売用に用いる機械器具をいう。食

品毎の多様な温度帯、店舗の形態、規模、用途、

設置スペースに合わせて数多くの種類が造られ

ている。 

今回、ショーケースが先述の特定エネルギー消費機器の３要件（省エネ法第７

８条）を満たしていることが確認されたため、新たに２９機器目に追加すること

としたい。（対象範囲とするショーケースの種類は表１参照。） 

 
3 具体的な基準は定められていないものの、これまでの特定エネルギー消費機器の実績から踏まえると、

普及台数１００万台程度、エネルギー消費量年間１万 kl（原油換算）程度である。 
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[特定エネルギー消費機器に指定するための要件の適合性] 

① 普及台数：３０８万台 

② 年間総エネルギー消費量（原油換算）：１１２万 kl 

③ 技術改善余地：圧縮機、送風機の性能向上 等 

 

表１．対象範囲とするショーケースの種類 

 

外気の 

遮断 
形状 温度帯 冷却方式 

扉の 

形態 
ショーケースの種類 

クローズド 

タイプ 

箱形 

冷蔵 
冷気強制 

循環形 

スイング 

スライド 
箱形ショーケース 

四面・五面 

ガラス式 
スイング 

四面・五面ガラス式 

ショーケース 

リーチイン 

（冷凍機下置き） 

スイング 

リーチインショーケース 

冷凍機下置き 

冷蔵 スイング扉 

スライド 
リーチインショーケース 

冷凍機下置き 冷蔵 スライド扉 

冷凍 

スイング 
リーチインショーケース 

冷凍機下置き 冷凍 スイング扉 

ガラス 

トップ式 

冷気自然 

対流形 
スライド 

ガラストップ式ショーケース 

冷気自然対流形 

冷気強制 

循環形 

ガラストップ式ショーケース 

冷気強制循環形 

オープン 

タイプ 

多段形 

（天井吹出形） 

（薄形） 冷 

蔵 

中温 

冷気強制 

循環形 
  

多段形ショーケース 

天井吹出形 薄形 冷蔵中温 

高温 
多段形ショーケース 

天井吹出形 薄形 冷蔵高温 

平形 

（片面） 

低温 
平形ショーケース 

片面 冷蔵低温 

中温 
平形ショーケース 

片面 冷蔵中温 

冷 

凍 

低温 
平形ショーケース 

片面 冷凍低温 

中温 
平形ショーケース 

片面 冷凍中温 
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＜具体的な規制の内容＞ 

エネルギー消費機器等製造事業者等は、個別の機器ごとに定めた目標年度4におい

て、出荷した製品のエネルギー消費効率と出荷台数の加重平均値を算出し、製品区分

ごとに設定された基準値5を上回るよう努めなければならない（図１左参照）。 

基準値を達成しなかったエネルギー消費機器等製造事業者等には、未達成となっ

た理由や効率改善に向けた今後の対応を報告させ、当該対応によっても効率改善が不

十分な場合には、経済産業大臣が勧告を行い、さらに、本勧告に従わなかった場合に

は事業者名の公表、命令といった措置がなされる。また、命令に従わなかった場合に

は１００万円の罰金に処すこととしている（法第７９条、８７条、９５条）。 

 

図１ 省エネ法トップランナー制度の性能向上のイメージと特定エネルギー消費機器

特定機器（２８機器）
燃費

(km/L)

トップランナー方式による省エネ基準

基準設定時 目標年度

19km/L

18km/L

17km/L

15km/L
15km/L

14km/L

13km/L

12km/L

16

製品区分ごとに加重
平均で達成を判断

トップランナー方式の例

１．乗用自動車

２．貨物自動車

３．エアコンディショナー

４．テレビジョン受信機

５．ビデオテープレコーダー

６．照明器具（蛍光灯器具、

電球形蛍光ランプ）

７．複写機

８．電子計算機

９．磁気ディスク装置

２０．電子レンジ

２１．ＤＶＤレコーダー

２２．ルーティング機器

２３．スイッチング機器

２４．複合機

２５．プリンター

２６．ヒートポンプ給湯器

２７．三相誘導電動機

２８．電球形ＬＥＤランプ

１０．電気冷蔵庫

１１．電気冷凍庫

１２．ストーブ

１３．ガス調理機器

１４．ガス温水機器

１５．石油温水機器

１６．電気便座

１７．自動販売機

１８．変圧器

１９．ジャー炊飯器

 

また、特定エネルギー消費機器として品目追加された場合、その製品に係るエネル

ギー消費機器等製造事業者等においては、消費者が購入する際にエネルギー消費効率

に関する情報を取得できるように指定された表示（品名、エネルギー消費効率、エネ

ルギー消費機器等製造事業者等名等）を行うことが省エネ法（第８０条）において規

定され、これにも対応することが求められる。本件についても罰則規定等が設けられ

ている（法第８１条、８７条、９５条）。 

なお、これら勧告等の対象とすることが、技術的・資力的な観点から社会的に妥当

である者に限定するため、勧告等の対象となる要件として、特定エネルギー消費機器

ごとの国内年間総出荷量の０．１％程度を目安とし、以下の数値を定めることとする。 

 

     要件    国内年間総出荷台数 

・ショーケース   １００台  １３４千台 

 
4 トップランナー制度における目標年度の設定については、一般に、開発した技術を製品に適用するまで

に時間を要するため、製品サイクルを勘案して定めている。基準設定からこの目標年度までの間が、エネ

ルギー消費機器等製造事業者等に対する経過措置となっている。 
5 同機器の測定方法、目標年度、製品区分、区分ごとの基準値等の判断基準は告示において定める。 
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（３）規制の必要性 

我が国の最終エネルギー消費の推移を見ると（図２）、近年横ばいにあるものの全

体の４割以上を占める産業部門、また、産業、運輸部門に比べ増加が顕著であり全体

の３割以上を占める家庭・業務部門においては、省エネ対策のより一層の強化が求め

られている。この実現のためには、エネルギーを使用する段階だけでなく、まず、機

械器具自体が高効率な使用を実現できる性能を有していることが重要である。 

これまで、トップランナー制度の対象となった機器は、表２に示すように、エネル

ギー消費効率に相当程度の改善が見られている。 

そこで、現在導入されている特定エネルギー消費機器に加えて、国内で大量に普及

し、その使用に相当量のエネルギーを消費し、エネルギー消費効率が改善する余地の

あるショーケースについても新たに特定エネルギー消費機器に追加し、省エネ性能の

向上を進める措置を講じることが必要である。 

なお、ショーケースについては、今回トップランナー制度を導入することで、以下

のようなエネルギー消費効率の改善を見込んでいる。 

・ショーケース：２０２０年度に２００７年度比で約３２％の改善 

 

 

図２ 最終エネルギー消費と実質ＧＤＰの推移 
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表２ トップランナー制度によるこれまでの省エネ効果の例 

 

トップランナー機器（種別の一例） 平均エネルギー消費効率の改善（実績） 内 訳

乗用自動車（ガソリン車） 48.8％（1995→2010年度） 燃費（12.3km/l→18.3km/l）

エアコンディショナー
（家庭用エアコン4kW以下）

67.8％（1997→2004冷凍年度） ＣＯＰ（3.01→5.05）

16.3％（2005→2010年度） ＡＰＦ（4.9→5.7）

蛍光灯器具 35.7％（1997→2005年度） ルーメン／ワット（63.1lm/W→85.6lm/W）

テレビジョン受信機
（液晶・プラズマテレビ）

29.6％（2004→2008年度） 年間消費電力量（179.7kWh/年→126.5kWh/年）

複写機 72.5％（1997→2006年度） 消費電力量（155Wh→42.7Wh）

電子計算機

99.1％（1997→2005年度） ワット／メガ演算（0.17→0.0015）

80.8％（2001→2007年度） ワット／メガ演算（0.012→0.0023）

85.0％（2007→2011年度） ワット／ギガ演算（1.87→0.281）

磁気ディスク装置

98.2％（1997→2005年度） ワット／ギガバイト（1.4→0.0255）

85.7％（2001→2007年度） ワット／ギガバイト（0.14→0.020）

75.9％（2007→2011年度） ワット／ギガバイト（0.019→0.0045）

貨物自動車（ガソリン車） 13.2％（1995→2010 年度） 燃費（14.4km/l→16.3km/l）

ビデオテープレコーダー 73.6％（1997→2003年度） 消費電力（4.6W→1.2W）

電気冷蔵庫
55.2％（1998→2004年度） 年間消費電力量（647.3kWh/年→290.3kWh/年）

43.0％（2005→2010年度） 年間消費電力量（572kWh/年→326kWh/年）

電気冷凍庫
29.6％（1998→2004年度） 年間消費電力量（524.8kWh/年→369.7kWh/年）

24.9％（2005→2010年度） 年間消費電力量（482kWh/年→362kWh/年）

ストーブ（石油） 5.4％（2000→2006年度） 熱効率（78.5%→82.7%）

ガス調理機器（オーブン部） 25.8％（2002→2008年度） ガス消費量（1049Wh→778Wh）

ガス温水機器（ガス暖房機器（給
湯器付））

7.9％（2002→2008年度） 熱効率（82.1%→88.6%）

石油温水機器 4.0％（2000→2006年度） 熱効率（82.0%→85.3%）

電気便座 14.6％（2000→2006年度） 年間消費電力量（281kWh/年→240kWh/年）

自動販売機 37.3％（2000→2005年度） 年間消費電力量（2,617kWh/年→1,642kWh/年）

変圧器 13.1％（1999→2007年度） 消費電力（818W→711W）

ジャー炊飯器 16.7％（2003→2008年度） 年間消費電力量（119.2kW/年→99.3kW/年）

電子レンジ 10.5％（2004→2008年度） 年間消費電力量（77.2kW/年→69.1kＷh/年）

ＤＶＤレコーダー（地デジ対応） 45.2％（2006→2010年度） 年間消費電力量（85.9kWh/年→47.1kWh/年）

ルーティング機器 40.9％（2006→2010年度） 消費電力（6.1W→3.6W）

スイッチング機器 53.8％（2006→2011年度） ワット／ギガビット毎秒（6.36→3.96）
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＜その他間接的効果＞ 

トップランナー制度は、法令に基づく基準を導入するに当たり、省エネ効果に

係る統一的な測定方法が同時に設定され、効果の比較が可能となるため、価格だ

けでなく、省エネという観点を市場に適切に浸透させる効果もあった。例えば、

トップランナー制度の対象となった機器のうち、特に一般消費者の利用が多い家

庭用機器を中心に、１８の機器についてはＪＩＳ規格による省エネラベル（図

３）を設けている。また、特にテレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、蛍光灯器具、

電気便座の６機器については、消費者が購入時に省エネ性能についてより認識・

比較してもらえるよう、販売店において、省エネ性能を５つ星から１つ星の５段

階で表示する統一省エネラベル（図４）を作成し、機器の省エネ性能に関する情

報を提供している。 

 

図３ 省エネラベルの例 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 統一省エネラベルの例 

  

 

（４）法令の名称・関連条項とその内容 

 ［名  称］エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令 

 ［関連条項］ 

・特定エネルギー消費機器（第２１条） 

・特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量

又は輸入量の要件（第２２条） 
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（５）規制により影響を受ける関係者 

今回の規制により影響を受ける関係者としては、下記の３者が主に想定される。 

・ ショーケースのエネルギー消費機器等製造事業者等 

・ ショーケースの使用者（事業者） 

・ 行政機関（国） 

 

５．想定される代替案 

 今回の対象品目の追加に関して、各政策の現状改正案と代替案の費用便益分析によ

る政策評価を検討する。 

改正案は、規制によりトップランナー基準を定めてエネルギー消費機器等製造事業

者等に向上を義務付ける内容であるが、これに対する代替案としては、改正案のよう

な規制的手法によらず、政府が定める水準及び測定手法によってエネルギー消費機器

等製造事業者等が自己認証を行い、当該性能の表示等を実施して性能の向上を図るこ

とがあり得る。 

以下では、代替案と改正案を比較する形で費用及び便益の分析を行いたい。 

 

６．規制の費用 

関係者 改正案 代替案 

機器の

製造事

業者等 

・エネルギー消費機器等製造事業者

等は、目標年度に告示で定める基準

で示すエネルギー消費効率の達成が

求められるため、扱う製品の設計・

仕様の見直しや開発などの対応が必

要となる。２０１２年度の出荷台数

も１３４千台あり、研究開発や設備

投資に係る追加費用が見込まれる

が、照明装置におけるＬＥＤの採用

や、送風機用モータのＤＣ化など、

既存の省エネ技術との組み合わせも

可能なため、必ずしもこれら費用が

大幅に増加するとは限らない。 

 

・性能の表示義務への対応について

は、カタログへの印刷等の費用が追

加で必要になると考えられるが、従

来のカタログ等に記載内容を追加す

ることで対応が可能であるため、そ

の追加費用は限定的である。 

・製造事業者等が省エネ性能の向上

に取り組んだ場合には、製品の設計

や仕様の見直し等のための研究開発

や設備投資に係る追加費用が必要と

なるが、任意の措置であることか

ら、製造事業者等が市場動向や企業

経営などの観点から必要と認める範

囲内で投資を行うことになるため、

追加費用は限定的である。また、取

り組まない場合には、追加費用は発

生しない。 

 

 

 

・性能の表示については、製造事業

者等が取り組んだ場合には、カタロ

グへの印刷等の追加費用が必要であ

るが、従来のカタログ等に記載内容

を追記することで対応が可能である

ため、その追加費用は限定的であ
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 る。また、取り組まない場合には、

追加費用は発生しない。 

機器の

使用者 

・規制導入時には、エネルギー消費

機器等製造事業者等による研究開

発・設備投資のコスト回収のための

一時的な値上がりが予想されるが、

省エネ性能の高い機器の普及により

コストが回収され、価格が安定して

いくことから追加費用は限定的であ

る。なお、これまでにトップランナ

ー制度を導入してきた機器において

も、省エネ効率が改善する中で、平

均価格が大幅に上昇しているような

傾向は見受けられない。 

・製造事業者等が省エネ性能の向上

に取り組んだ場合には、研究開発・

設備投資のコスト回収のための一時

的な値上がりが予想されるが、省エ

ネ性能の高い機器の普及によりコス

トが回収され、価格が安定していく

ことから追加費用は限定的である。

また、取り組まない場合には、追加

費用は発生しない。このため、省エ

ネ効率が改善する中で、平均価格が

大幅に上昇する可能性は低いと考え

られる。 

行政機

関 

・エネルギー消費機器等製造事業者

等に対して、目標年度における基準

達成について報告徴収確認作業を行

うため（法７９条）、業務が増える

ことにはなるが、現在、特定エネル

ギー消費機器として２８機器の業務

執行を実施しており、同様の業務フ

ローとなるため現行の環境下での実

施が可能であり、費用の追加負担は

極めて限定的である。 

・政府が水準、手法を定める負担は

あるが、基準策定後は任意の自己認

証であるため、行政機関として、仮

に任意の政策効果を確認する必要が

あるとしても、費用の追加負担は極

めて限定的である。 

 

 

７．規制の便益 

関係者 改正案 代替案 

機器の

製造事

業者等 

・特定エネルギー消費機器となるこ

とで、省エネ対策に係る情報を購入

者に分かりやすくアピールすること

ができ、間接的に製品購入時のイン

センティブ、優先順位へ影響を与え

ることが期待できる。 

 

・トップランナー制度導入を通じた

効率的な省エネ分野に係る投資が行

われ、中長期的には競争力強化につ

ながるものと考えられる。 

・製造事業者等が省エネ性能の向上

に取り組んだ場合には、省エネ対策

に係る情報を購入者に分かりやすく

アピールすることができ、間接的に

製品購入時のインセンティブ等に寄

与する可能性があるものの、任意の

措置であることから、取り組まない

場合もあり得るため、トップランナ

ー制度導入と比較してアピール力は

弱く、効果は限定的であると考えら

れる。 
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機器の

使用者 

・特定エネルギー消費機器自体の省

エネ性能が確実に向上するため、エ

ネルギー消費量の低減によるエネル

ギー消費コストの低減が見込まれ

る。 

・製造事業者等が省エネ性能の向上

に取り組んだ場合には、機器自体の

省エネ性能が向上するため、エネル

ギー消費量の低減によるエネルギー

消費コストの低減が見込まれるもの

の、任意の措置であるため、取り組

まない場合もあり得ることから、ト

ップランナー制度導入と比較して、

省エネ性能の向上やコストの低減の

効果は限定的であると考えられる。 

行政機

関 

・特に発生する便益は想定されな

い。 

・特に発生する便益は想定されな

い。 

社会的

便益 

・トップランナー制度を導入するこ

とにより、エネルギー消費機器等製

造事業者等の技術力の向上につなが

るとともに、我が国にエネルギー消

費効率の高いショーケースが普及す

ることは、我が国全体のエネルギー

セキュリティの向上や環境適合（温

室効果ガス排出削減）に寄与する。

具体的には、出荷台数が１０３．６

千台／年で変化しない前提で、基準

年度（２００７年）の総消費電力量

３３０，６００ＭＷｈ／年に対し、

目標年度（２０２０年）の総消費電

力量は２２５，３００ＭＷｈ／年、

すなわち約３２％ものエネルギー消

費効率改善が見込まれる。 

・我が国にエネルギー消費効率の高

いショーケースが普及することは、

我が国全体のエネルギーセキュリテ

ィの向上や環境適合（温室効果ガス

排出削減）に寄与するものの、任意

の措置であることから、取り組まな

い場合もあり得るため、トップラン

ナー制度導入よりも、効果は限定的

であると考えられる。 

 

８．政策評価の結果 

トップランナー制度導入に伴い、エネルギー消費機器等製造事業者等や行政機関

の追加費用が発生すると考えられるものの、エネルギー消費機器等製造事業者等に

よるエネルギー消費効率の向上、使用者による当該機器の導入促進、これらに伴う

エネルギー消費コスト低減等により、省エネ法の目的であるエネルギーの使用の合

理化等を総合的に進めつつ、かつ、エネルギー消費機器等製造事業者等の競争力の

強化にも寄与するものであることから、便益が費用を上回ると考えられる。また、

過去の品目の実績を踏まえても（表２参照）、本規制導入による省エネ効果は非常

に高く、実効性の高い政策手段であると言える。他方、トップランナー制度導入に
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対する代替案であるエネルギー消費機器等製造事業者等による任意の措置は、その

取組が任意であるが故に、取り組まれない場合もあり得ることから、エネルギー消

費機器等製造事業者等や行政機関の追加費用が限定的である一方で、トップランナ

ー制度導入と比較してエネルギー消費効率の向上等による便益も限定的と考えられ

る。 

先述のとおり、我が国の最終エネルギー消費の推移からも、全体の４割以上を占

める産業部門、３割以上を占める家庭・業務部門における省エネ対策のより一層の

強化が求められており（図２参照）、この実現のためには、省エネ性能の高い機器

の普及を確実に推進できる改正案を講ずべき措置として求めることが適切であると

考えられる。 

以上に鑑み、国内で大量に使用し、その使用に相当量のエネルギーを消費し、エ

ネルギー消費効率が改善する余地のある「ショーケース」について新たにトップラ

ンナー制度の特定エネルギー消費機器に追加し、省エネ性能の向上を進める措置を

講じていくことは、妥当なものであると考えられる。 

 

９．有識者の見解その他の関連事項 

総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会（現「省エネルギー小委員

会」）において、ショーケースを新たに特定エネルギー消費機器として指定するこ

とについて、現行の省エネ法で規定されている３つの要件、①我が国において大量

に使用されているエネルギー消費機器であること、②その使用に際し相当量のエネ

ルギーを消費するエネルギー消費機器であること、③そのエネルギー消費機器に係

るエネルギー消費効率向上を図ることが特に必要なものであることを満たしている

ことが確認された。その後、「業務用冷蔵庫及びショーケース等判断基準小委員

会」が設置され、基準策定に関する基本的考え方（原則）に基づき、目標年度や目

標基準値、測定方法など技術的な議論を含めた審議・取りまとめを行い、パブリッ

クコメント等を経て、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会及び総合資

源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会業務

用冷蔵庫及びショーケース等判断基準ワーキンググループにおいて了承され、新た

に特定エネルギー消費機器として追加することが妥当とされた。 

 

※詳細資料は下記参照 

・業務用冷蔵庫及びショーケース等判断基準ワーキンググループ取りまとめ（ショ

ーケース） 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/gyoum

uyo_reizouko_wg/pdf/report01_01_00.pdf 

 

１０．レビューを行う時期又は条件 

トップランナー基準の目標年度を経過した時期（２０２１年度）を予定。 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/gyoumuyo_reizouko_wg/pdf/report01_01_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/gyoumuyo_reizouko_wg/pdf/report01_01_00.pdf



